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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】平成26年10月23日(2014.10.23)

【公開番号】特開2013-142432(P2013-142432A)
【公開日】平成25年7月22日(2013.7.22)
【年通号数】公開・登録公報2013-039
【出願番号】特願2012-2484(P2012-2484)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｈ  61/02     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/023    (2006.01)
   Ｆ０２Ｄ  29/00     (2006.01)
   Ｆ０２Ｄ  45/00     (2006.01)
   Ｆ１６Ｈ  59/78     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｈ  61/02    　　　　
   Ｆ０１Ｎ   3/02    ３２１Ｚ
   Ｆ０２Ｄ  29/00    　　　Ｈ
   Ｆ０２Ｄ  45/00    ３１２Ｒ
   Ｆ０２Ｄ  45/00    ３１４Ｒ
   Ｆ０１Ｎ   3/02    ３２１Ｋ
   Ｆ１６Ｈ  59/78    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年9月4日(2014.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の動力を変速機を介して駆動輪に伝達して走行する車両に搭載され、該車両が
定常走行状態にある際に、前記変速機のギヤ段を制御することにより排ガスを昇温して、
前記内燃機関の排気通路に設けられたＤＰＦ装置で再生処理を実施する排ガス浄化装置で
あって、
　前記内燃機関の出力及び車速に基づいて、前記変速機の走行可能なギヤ段を複数選択す
る第１のギヤ段選択手段と、
　前記第１のギヤ段選択手段によって選択された各ギヤ段について、前記内燃機関の排ガ
ス温度、前記ＤＰＦ装置の前段に設けられた酸化触媒を通過後の排ガス温度、及び、当該
排ガスに含まれる酸素供給量の予測値をそれぞれ算出する予測値算出手段と、
　前記ＤＰＦ装置の入口部温度であるＤＰＦ装置前温度を検知するＤＰＦ装置前温度検知
手段と、
　前記ＤＰＦ装置前温度検知手段によって検知されたＤＰＦ装置前温度に応じて、前記算
出された各予測値に対応するパラメータの少なくとも一つが、複数ギヤ段の該予測値の内
で最も高くなるように、前記第１のギヤ段選択手段によって選択された複数のギヤ段から
特定のギヤ段を選択する第２のギヤ段選択手段と、
　前記第２の選択手段により選択されたギヤ段になるように前記変速機を制御する制御手
段と
を備えたことを特徴とする排ガス浄化装置。
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【請求項２】
　前記第２のギヤ段選択手段は、前記ＤＰＦ装置前温度検知手段によって検知されたＤＰ
Ｆ装置前温度が第１の温度以下である場合、前記内燃機関の排ガス温度が前記予測値算出
手段により算出された複数ギヤ段の予測値の内で最も高くなるギヤ段を選択することを特
徴とする請求項１に記載の排ガス浄化装置。
【請求項３】
　前記第２のギヤ段選択手段は、前記ＤＰＦ装置前温度検知手段によって検知されたＤＰ
Ｆ装置前温度が第１の温度より高く、且つ、第２の温度以下である場合、前記ＤＰＦ装置
の前段に設けられた酸化触媒を通過後の排ガス温度が前記予測値算出手段により算出され
た複数ギヤ段の予測値の内で最も高くなるギヤ段を選択することを特徴とする請求項１又
は２に記載の排ガス浄化装置。
【請求項４】
　前記第２のギヤ段選択手段は、前記ＤＰＦ装置前温度検知手段によって検知されたＤＰ
Ｆ装置前温度が第２の温度より高い場合、前記排ガスに含まれる酸素供給量が前記予測値
算出手段により算出された複数ギヤ段の予測値の内で最も高くなるギヤ段を選択すること
を特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の排ガス浄化装置。
【請求項５】
　前記予測値算出手段は、前記内燃機関の排ガス温度を該内燃機関の回転数及びトルクと
関係付けてなる排ガス温度マップに基づいて、前記内燃機関の排ガス温度について予測値
を算出することを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の排ガス浄化装置。
【請求項６】
　前記予測値算出手段は、前記内燃機関の排ガス温度を該内燃機関の回転数及びトルクと
関係付けてなる排ガス温度マップ、前記酸化触媒における反応温度を該内燃機関の回転数
及びトルクと関係付けてなる酸化反応温度マップ、並びに、大気温度検知手段により検知
された大気温度に基づいて、前記ＤＰＦ装置の前段に設けられた酸化触媒を通過後の排ガ
ス温度について予測値を算出することを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載
の排ガス浄化装置。
【請求項７】
　前記大気温度検知手段によって検知された大気温度は、車速に対して予め規定された大
気温度補正係数によって補正されることを特徴とする請求項６に記載の排ガス浄化装置。
【請求項８】
　前記予測値算出手段は、前記内燃機関の回転数、前記排ガス中に含まれる酸素濃度を該
内燃機関の回転数及びトルクと関係付けてなる排気λマップ、並びに、前記排ガス流量を
該内燃機関の回転数及びトルクと関係付けてなる排ガス流量マップに基づいて、前記排ガ
スに含まれる酸素供給量について予測値を算出することを特徴とする請求項１から７のい
ずれか一項に記載の排ガス浄化装置。
【請求項９】
　前記排ガス流量マップにより求められる排ガス流量は、当該排ガス流量に対して予め規
定されたＰＭ燃焼補正係数によって補正されることを特徴とする請求項８に記載の排ガス
浄化装置。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明に係る排ガス浄化装置は上記課題を解決するために、内燃機関の動力を変速機を
介して駆動輪に伝達して走行する車両に搭載され、該車両が定常走行状態にある際に、前
記変速機のギヤ段を制御することにより排ガスを昇温して、前記内燃機関の排気通路に設
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けられたＤＰＦ装置で再生処理を実施する排ガス浄化装置であって、前記内燃機関の出力
及び車速に基づいて、前記変速機の走行可能なギヤ段を複数選択する第１のギヤ段選択手
段と、前記第１のギヤ段選択手段によって選択された各ギヤ段について、前記内燃機関の
排ガス温度、前記ＤＰＦ装置の前段に設けられた酸化触媒を通過後の排ガス温度、及び、
当該排ガスに含まれる酸素供給量の予測値をそれぞれ算出する予測値算出手段と、前記Ｄ
ＰＦ装置の入口部温度であるＤＰＦ装置前温度を検知するＤＰＦ装置前温度検知手段と、
前記ＤＰＦ装置前温度検知手段によって検知されたＤＰＦ装置前温度に応じて、前記算出
された各予測値に対応するパラメータの少なくとも一つが、複数ギヤ段の該予測値の内で
最も高くなるように、前記第１のギヤ段選択手段によって選択された複数のギヤ段から特
定のギヤ段を選択する第２のギヤ段選択手段と、前記第２の選択手段により選択されたギ
ヤ段になるように前記変速機を制御する制御手段とを備えたことを特徴とする。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　前記第２のギヤ段選択手段は、前記ＤＰＦ装置前温度検知手段によって検知されたＤＰ
Ｆ装置前温度が第１の温度以下である場合、前記内燃機関の排ガス温度が前記予測値算出
手段により算出された複数ギヤ段の予測値の内で最も高くなるギヤ段を選択する。これに
よれば、ＤＰＦ装置前温度が第１の温度（例えば酸化触媒の活性温度）以下である場合に
は、排気温度を昇温することが最も迅速且つ効率的にＤＰＦ再生処理を促進できるとして
、排気温度の予測値が最も高くなるギヤ段を選択する。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　前記第２のギヤ段選択手段は、前記ＤＰＦ装置前温度検知手段によって検知されたＤＰ
Ｆ装置前温度が第１の温度より高く、且つ、第２の温度以下である場合、前記ＤＰＦ装置
の前段に設けられた酸化触媒を通過後の排ガス温度が前記予測値算出手段により算出され
た複数ギヤ段の予測値の内で最も高くなるギヤ段を選択する。これによれば、ＤＰＦ装置
前温度が第１の温度より高く、且つ、第２の温度以下である場合、ＰＭの燃焼温度を上昇
させて燃焼を促進させるべく、ＤＰＦ前温度の予測値が最も高くなるギヤ段を選択する。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　前記第２のギヤ段選択手段は、前記ＤＰＦ装置前温度検知手段によって検知されたＤＰ
Ｆ装置前温度が第２の温度より高い場合、前記排ガスに含まれる酸素供給量が前記予測値
算出手段により算出された複数ギヤ段の予測値の内で最も高くなるギヤ段を選択する。こ
れによれば、ＤＰＦ装置前温度が第２の温度より高い場合には、排ガスの供給量を増加さ
せてＰＭの燃焼を促進させるべく、排ガスに含まれる酸素供給量の予測値が最も高くなる
ギヤ段を選択する。
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